
・令和８年１２月２８日(月)締切 ※予算額に達した時点で受付を締め切る場合があります。

・申請書類は、下記まで直接持参、郵送、電子メールのいずれかでご提出ください。

市内園芸農家の経営安定と農作物の安定供給を図るため、園芸品目(野菜、果樹、花き)に
おいて高温対策につながる機器・資材等の導入を支援します。

１ 前橋市内に居住し、農業を営む個人事業主又は前橋市内に事業所を置き農業を営む

法人であること。

２ 前橋市内の圃場で園芸品目を生産し、販売していること

３ 市税を滞納していないこと。

〒371-8601 前橋市大手町二丁目１２－１

担当：前橋市役所７Ｆ 農政課 農産園芸係

電話：０２７－８９８－６７０７

受付時間：９：００～１７：００（土日曜祝日を除く）

かん水
かん水装置(かん水資材含む)、スプリンクラー、チラー(冷却水
循環)装置等
※水源の整備（井戸掘削、貯水タンク等）は除く

換気・空気冷却
換気扇、循環扇、外気導入ダクトファン、細霧冷房、ヒートポ
ンプ等

遮光・遮熱
遮光ネット、遮熱フィルム等
※塗布剤は除く

※既存の機器・資材等の更新は対象外とします


